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国
民
健
康
保
険
税
の
税
率
が
変
わ
り
ま
し
た

国
民
健
康
保
険
税（
以
下
、
国
保
税
）は
、
加
入
者
の
皆
さ
ん
が
病
気
や
け
が
を

し
た
と
き
病
院
で
の
医
療
費
や
保
険
の
給
付
に
充
て
ら
れ
ま
す
。

国
保
税
は
、
国
民
健
康
保
険（
以
下
、
国
保
）制
度
を
支
え
る
大
き
な
財
源
で
す
。

本
年
度
の
国
保
税
率
が
決
定
し
ま
し
た
の
で
、
お
知
ら
せ
し
ま
す
。　交通事故をはじめ、傷害、飲食店での食中毒など第三者の行為によって傷病を受けた場合、医療費は本

来加害者が支払うものですが、届け出により国保で治療が可能です。一時的に国保が立て替えて、あとか
ら国保が加害者に費用の請求を行います。国保で治療を受けるときには、必ず国保年金係へ届け出てくだ
さい。
　なお、仕事中のけがは、労働災害保険（労災）の対象になるので、国保で治療を受けることはできません。

国保に加入するとき 国保を脱退するとき
○職場の健康保険をやめた
○子どもが生まれた
○生活保護を受けなくなった

【手続きに必要なもの】
国保に加入するとき
○健康保険資格喪失証明書、退職証明書
○マイナンバーがわかるもの

○職場の健康保険に加入した
○国保加入者が死亡した
○生活保護を受け始めた

【手続きに必要なもの】
国保を脱退するとき
○社会保険証（社会保険に加入した全員分）
○国保の保険証
○マイナンバーがわかるもの

　65 歳から 74 歳までの人で、以下の条件１～３の全てに当てはまる場合、世帯主の年金から国保税が天
引きされます。
【特別徴収になる条件】

１　世帯内の国保の加入者全員が 65 歳以上 75 歳未満（※世帯主が国保加入者でない場合は対象外）
２　介護保険料と国保税の合計が年金額の２分の１未満の場合
３　年金が年額 18 万円以上の場合

国保や健康保険の加入・脱退手続きはお早めに！
　退職などで今まで加入していた健康保険の資格を喪失したり、新たに就職先で健康保険に加入
した際は、国保の加入・脱退の手続きが必要です。自動的に変更にはなりませんので、異動があっ
たその日から 14 日以内に国保年金係へ届け出てください。

【加入の手続きが遅れると・・・】
国保に加入した月までさかのぼって保険料を納
めてもらうことになります。

【脱退の手続きが遅れると・・・】
国保に加入し続けている状態になり、職場の健康
保険と国保の保険料を二重に支払ってしまう場合
があります。

国
保
税
率
が

変
わ
り
ま
し
た

　　

平
成
30
年
度
か
ら
、
県
内
各
市
町

村
の
医
療
費
の
支
払
い
に
必
要
な
財

源
を
県
が
交
付
す
る
代
わ
り
に
、
市

町
村
が
国
保
の
運
営
に
必
要
な
納
付

金
を
支
払
う
新
制
度
に
な
り
ま
し
た
。

本
年
度
県
か
ら
示
さ
れ
た
納
付
金
額

は
、
前
年
と
比
べ
て
増
加
し
て
お
り
、

増
加
分
も
含
め
た
納
付
金
額
を
補
う

た
め
に
国
保
税
率
の
改
正
を
行
い
ま

し
た
。

　

被
保
険
者
の
皆
さ
ん
の
負
担
増
加

を
考
慮
し
、
国
保
基
金
を
投
入
し
一

人
当
た
り
の
平
均
税
額
が
昨
年
と
同

程
度
に
な
る
よ
う
抑
え
ま
し
た
の
で
、

皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

国
保
税
の
納
税
義
務
者

は
世
帯
主
で
す

　

国
保
は
、
扶
養
の
概
念
が
な
く
、

世
帯
単
位
で
加
入
し
ま
す
。
世
帯
主

が
国
保
に
加
入
し
て
い
な
い
場
合
で

も
、
納
税
義
務
者
は
世
帯
主（
※
擬

制
世
帯
主
）と
な
り
ま
す
。
国
保
に

関
連
す
る
通
知
な
ど
も
世
帯
主
あ
て

に
発
送
さ
れ
ま
す
。

※
国
保
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
で
、

世
帯
主
が
国
保
未
加
入
の
場
合
が
あ

り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
世
帯
を「
擬

制
世
帯
」と
い
い
、
世
帯
主
を「
擬

制
世
帯
主
」と
い
い
ま
す
。

所
得
の
申
告
を

忘
れ
ず
に
！

　

前
年
の
所
得
を
も
と
に
国
保
税
の

算
定
や
軽
減
措
置
、
高
額
療
養
費
の

世
帯
負
担
額
の
判
定
を
行
い
ま
す
。

一
人
で
も
未
申
告
者
が
い
る
と
上
位

所
得
者
と
み
な
さ
れ
適
用
を
受
け
ら

れ
ま
せ
ん
。
所
得
税
・
住
民
税
申
告

が
お
済
み
で
な
い
国
保
加
入
者
や
擬

制
世
帯
主
の
人
は
、
申
告
を
お
願
い

し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

町
民
生
活
課　

国
保
年
金
係

☎（
62
）２
１
１
４

令和４年度国民健康保険税率表

課税方法 医療保険分 後期高齢者支援分 介護保険分

①所得割額
国保加入者の令和３年中の基準総所得
金額に対し、右の割合を乗じた金額

8.12％
（6.53％）

2.89％
（2.38％）

2.99％
（3.20％）

②均等割額 国保加入者１人ごとに課税される金額
25,500 円

（24,100 円）
9,000 円

（8,600 円）
11,300 円
（14,700 円）

③平等割額 １世帯ごとに課税される金額
18,600 円

（16,900 円）
6,600 円

（6,000 円）
5,700 円
（7,300 円）

※「基準総所得金額」とは、令和３年中の総所得金額の合計額から 43 万円（基礎控除）を控除した金額をいいます。
※国保税額の算定方法・・・世帯内の国保加入者の所得割額、均等割額、平等割額（世帯）の合計が世帯での国保税額になります。
　また、加入者の年齢によって課税される区分が変わります。

40 歳未満 医療保険分＋後期高齢者支援分

40歳以上 65 歳未満 医療保険分＋後期高齢者支援分＋介護保険分

65歳以上 75 歳未満 医療保険分＋後期高齢者支援分＋介護保険料（※）

※ 65 歳以上の人の場合、介護保険料は国保税には含まず別に納めます。納付は原則として年金から天引きとなります。

※（　）内は令和３年度の税率

　「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」の施行に伴い、
国保世帯の未就学児に係る均等割額の５割が軽減されることになりました。軽減世帯は所得による軽減後
の均等割額から 5 割減額になります。

特別徴収に該当になった人でも年金からの天引きを希望しない場合は、支払い方法を口座振替に変更でき
ます。ただし、国保税の納付状況によっては口座振替への変更が認められない場合があります。
※変更できる納付方法は【口座振替】のみです。納付書払いへの変更はできません。

交通事故など第三者から傷病を受けたときは

国保税の特別徴収（年金手引き）について

未就学児の均等割額の５割が減免になります

※令和４年度から国保や健康保険の加入・脱退手続きなどで押印が不要になりました。ただし、保険証再交付の受
　領時は押印が必要です。


